
第１号 近江八幡市３Ｄ都市モデル整備業務委託 

（事業担当）都市整備部 都市計画課 

TEL：0748-36-5510 

FAX：0748-32-5032 

１．配布資料 

特記仕様書・・・・・・・・・・・・１部 

金抜き設計書【参考資料】・・・・・１部 

積算条件明示書【参考資料】・・・・１部 

 

２．委託業務内容 

（１）委託番号・業務名 ： 第１号 近江八幡市３Ｄ都市モデル整備業務委託 

（２）委 託 場 所 ： 近江八幡市 安土町小中 

（３）委 託 内 容 ： 別紙仕様書のとおり 

（４）工 期 ： 契約締結日 ～ 令和 ８年 ３月２５日 

 

３．質疑応答 

質疑書受付・回答書配布については事業担当課において行う。 

（１）質疑受付  令和 ７年 ６月１７日（水） ９：００～１１：３０に受付。 

（２）質疑回答  令和 ７年 ６月１９日（木） に回答。 

※ 質疑については、全て文書にて行うこと。様式は自由とし、ＦＡＸは可（ただし、送信後に受信確

認の連絡を行うこと）とするが郵送は不可とする。 

【都市整備部都市計画課（安土町総合支所１Ｆ）（TEL:0748-36-5510 FAX:0748-32-5032）】 

※ 回答については、近江八幡市ホームページにおいて行います。 

 

 

４．前金払 

本業務委託契約については、前金払いは行わない。 

 

５．その他 

（１） 本業務の履行にあたっては、特記仕様書によるものとする。 

（２） 委託内容については、担当職員と十分協議のうえ履行すること。 

（３） 入札参加については、入札の公平を期すため疑わしい行為は絶対に行わないこと。 

（４） 仕様書に記載されていない項目で軽微なものについてはご協力願います。 

（５） 契約金額が100 万円以上の業務委託契約についてはTECRIS(測量調査設計業務実績情報システム)

に登録し、「登録のための確認のお願い」で事前に確認を受けた後、「登録内容確認書｣を提出す

ること。 

（６） 契約の相手方が、契約履行中の建設工事等について不当要求を受けた場合は、近江八幡市契約規



則第１４条の３の規定に基づき、事業担当課へ報告しなければならない。不当要求を受けたにも

かかわらず報告を怠った場合は、近江八幡市建設工事等一般競争入札参加停止及び指名停止基準

に基づき停止措置を行う。 

 


